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弁護士・中小企業診断士・産業カウンセラー 

あいさん事務所便り 
 

平成 30 年 1 月号 

 

連絡先：〒445－0853  

 愛知県西尾市桜木町 3－51－3 林ビル 2階 

電話：0563－53－0220  ＦＡＸ：0563－53－0222 
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『AI』の影響により減少

する仕事、増加する仕事

は？ 

◆厚労省の部会で議論がス

タート 

何かと世間を賑わせてい

る『AI』ですが、中でも我々

の仕事への影響が気になる

ところです。 

12 月初旬に開催された厚

生労働省の労働政策審議会

（労働政策基本部会）では、

「技術革新（AI 等）の動向と

労働への影響」をテーマに議

論がスタートしましたが、ホ

ームページ上で公開された

資料の中から「AI導入による

仕事への影響」を考えてみま

す。 

◆求められるは『AI』にはで

きない仕事 

厚生労働省のホームペー

ジで公開された資料の中で、

シンクタンクや各省庁等に

よる先行研究の内容がまと

められています。 

『AI』等で代替可能性の高

い（今後減少する）仕事、代

替可能性の低い（今後増加す

る）仕事の例として、以下の

ものが挙げられています。 

【代替可能性の高い（今後減

少する）仕事の例】 

・必ずしも特別の知識やスキ

ルが求められない職業 

・バックオフィス等、従来型

のミドルスキルのホワイト

カラーの仕事 

・ルーティンタスク 

・ホワイトカラーの仕事 

・定型的業務が中心の職種 

・教育水準や所得水準が低い

労働者の仕事 

【代替可能性の低い（今後増

加する）仕事の例】 

・他者との協調や他者の理

解、説得、ネゴシエーション、

サービス志向性が求められ

る職業 

・上流工程や IT 業務におけ

る、ミドルスキル・ハイスキ

ルの仕事 

・人が直接対応することが質

や価値の向上につながるサ

ービスに係る仕事 

・新しい付加価値の創出に役

立つ技術職 

◆今後は必要な取組みと

は？ 

ビジネスパーソンにとっ

て今後は、「AI を使いこなす

能力」や「AI に代替されにく

いコミュニケーション能力」

を向上するための取組みが

必要になってくると言える

でしょう。 

 

「職域におけるがん検診

に 関 す る マニ ュ ア ル

（案）」が公表 

◆「職場におけるがん検診」

とは？ 

企業が従業員らを対象に

実施するがん検診は、健康保

険組合等を通して、福利厚生

の一環として任意で行われ

ています。 

自治体が実施している公

的ながん検診よりも受診者

数が多く、がん対策において

重要な役割を担っています

が、法的根拠がなかったり、

やり方も企業ごとに異なっ

ていたり、要精密検査の受診

率が低かったりと、問題点が

指摘されていました。 

そこで、厚生労働省は専門

家を集めて議論し、職場で実

施すべき検査項目や手順を

定めた初の指針（マニュア

ル）の作成を進めています。

そして、12 月 6 日にその案

が発表されました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆マニュアル（案）の主な内

容 

このマニュアル（案）では、

胃がん／子宮頸がん／肺が

ん／乳がん／大腸がんにつ

いて、それぞれ検査項目、対

象年齢、受診間隔が明確にさ

れ、がん検診の推奨レベルに

ついても解説しています。 

また、企業等はがん検診の

実態を把握し、精度管理を行

うことが望ましいとし、「精

度管理のためのチェックリ

スト（仮称）」も示していま

す。そして、そのチェックリ

スト等により、がん検診の受

診率・要精検率・精検受診率・

がん発見等の「がん検診の制

度管理指標」に基づく評価を

行うことが望ましいとして

います。 

その他、企業等が受診者の

健康情報を取り扱う際、個人

情報保護法をはじめとする

関係法令に留意し、受診者の

同意を得る方法等も掲載し

ています。 

◆就労可能なケースも多い 

がんになった従業員であ

っても就労が可能なケース

は多く、「がん治療と就労は

両立できる」という考え方は

今後も強くなりそうです。 

就労支援を行う企業にと

っても、従業員のがんの早期

発見・早期治療は多少の負荷

を減らすことができるかも

しれません。そのためにも、

このマニュアルの完成後に

はを参考にしてみるとよい

でしょう。 

 

1 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額（※）・住民

税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

※ただし、６ヵ月ごとの

納付の特例を受けてい

る場合には、29 年 7 月

から 12 月までの 

 徴収分を 1 月 20 日ま

でに納付 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞［公共職業安

定所］ 

○ 労働保険一括有期事業

開始届の提出＜前月以

降に一括有期事業を開

始している場合＞［労働

基準監督署］ 

31 日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・

報酬等支払調書・同合計

表＞の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出

＜１月１日現在のもの

＞［市区町村］ 

○ 固定資産税の償却資産

に関する申告［市区町

村］ 

○ 個人の道府県民税・市町

村民税の納付＜第４期

分＞［郵便局または銀

行］ 

○ 労働者死傷病報告の提

出＜休業４日未満、10

月～12 月分＞［労働基

準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

～当事務所より一言～ 

 今回は、巷を賑わす「Ａ

Ｉ」の話題を取り上げまし

た。 

もはやＩＴは避けて通れ

ない時代ですね。 

 なお、先日、当事務所の代

表は、ＩＴの国家資格であ

る基本情報技術者試験に

合格しました。 

 今後は、ＩＴにも強い弁

護士・中小企業診断士とし

て、中小企業の皆様のお役

に立てるよう、精進して参

る所存です。 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険料納付＜延納

第 3 期分＞ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税に係る住宅

用地の申告［市区町村］ 

本年最初の給料の支払を受

ける日の前日まで 

○ 給与所得者の扶養控除

等（異動）申告書の提出

［給与の支払者（所轄税

務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収

簿の書換え［給与の支払

者］ 


